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1 こんなときはどうするの (ガ イ ドブ ック抜 粋 P65～ 70)

Ql 自治会 の代表者 、世帯 数 、班数 、行政 文書 の配 布先 お よび配布数等 を変

更す る (し た )と きは

A-1 自治会 の代 表 者 、世 帯数 、班数 、行 政 文 書 の配布 先 お よび配布 数 等 を変

更す る (し た)と きは、それ ぞれ の変更届 を下記 まで提 出 して くだ さい。

世 帯数 、班数 、配布 部数 の変更 につ いて は、電話 で受付 可能 です。代 表者や

配布 先 の変 更 につ い て は、住所 に錯 誤 が 無 い よ う所 定様 式 の提 出 をお願 い し

てい ます。 ※配布 部数 変 更等 は反 映 まで半月 ～ 1か 月程度 要 します。

なお、代表者 (会 長 )変 更届 の様 式 は、毎年度 2月 末 頃 に全 ての 自治 会宛 に

市 か ら送付 してい ます。

提 出先  市 役 所 2F市 民生活課

Q3 自治会 で使 用 す る回覧板 が欲 しい

A-3 総務課 にて無 料 で配布 してお ります ので下記 までお問い合 わせ くだ さい。

問合せ  市 役 所 3F総務課

Q4 自治会 内に掲 示板 を設置 した い

A-4 市 か ら依 頼 され るポ ス ター等 の掲示 や 自治 会 の行 事 。活動 を住 民へ知 ら

せ る広報活 動 のた め に市 で は掲示 板 を配 布 してい ます。

掲示板 は無料 で配布 します が、運搬 (車 両 の用意 )、 設 置 、老朽化 (破 損 )

した掲 示 板 の廃 棄 、 日常 の管理 、土地所 有者 との 交渉や 占有 の許 可 な どは、

各 自治会 にお願 い して い ます。

問合 せ  市 役 所 2F市 民生活課

Q7 ごみ の不 法 投 棄 を 目撃 した ときは

A-7ご み の不法投 棄 を 目撃等 した際 は、下記 まで連 絡 (通 報 )し て くだ さい。

なお 、車 のナ ンバー は、重要 な摘発証拠 とな ります ので、

控 えてお くよ うお願 い します。

※ 不法 投棄 防止看 板 を必 要 とされ る方 は、清掃 管理課 ・清掃 計画課・

関宿支所 へ 申 し出て くだ さい。

連絡 先  市 役 所 清掃 管理 課 (清 掃 工場 ) (■ 7138-1001)
野 田警察 署  (■ 7125-0110)
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Q8 路肩の清掃・ 除草 、側 溝 の汚泥 、街路樹 の落 ち葉 、公 園等 の清掃 を実 施 す

る ときは

A-8 自治会等 で これ らの清掃 を実施 す る際 は、収集 用袋 の配布 が あった り、

回収 方法 につ い てそれ ぞれ 取 り決 めが あつた りします ので、事 前 に下記 ま で

問合せ の上、実施 す る こ とをお勧 め します。

問合せ

・ 路 肩の清掃 口除草  市役 所 2F管 理課

層側 溝の 汚泥     市役所 補修事務 所 (h7122-0079)
・ 街 路樹 の落 ち葉   市役 所 6Fみ ど りと水 の まちづ くり課

口公 園 口緑 地 の清掃  市役 所 6Fみ ど りと水 の ま ちづ くり課

Q10 適正 に管理 され な い空 き家 の相談 は

A-10 市 で は 、住 み よい環 境 づ く りの一 環 と して空 き家 を適 正 に管理 で き る

よ う、条例 を整備 し、所 有者 に対 して指導 。勧 告 を行 つてい ます。

くわ しくは下記 まで連 絡 して くだ さい。

問合せ 市 役 所 2F市 民生 活課

Q ll 道路の穴や側 溝 が壊れ て いる ときは

A-11 道路 の穴や側溝 が壊れ てい るの を見つ けた際 は、

下記 まで連 絡 して くだ さい。

連絡先

市道  市 役 所 2F管 理課

市 役 所 補 修事 務 所  (鼈 7122-0079)

県道  東 葛飾 土木事 務 所野 田出張所 (L7125-3333)

Q13 カー ブ ミラー の設置 や修繕 は

A-13 カー ブ ミラー 設 置 の要 望 や 修 繕 を必 要 とす る とき は 、 下記 ま で連 絡 し

て くだ さい。

連絡 先

市道  市役 所 2F管 理課

県道  東 葛飾 土木事 務所野 田出張所 (Ъ 7125-3333)
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Q14 防犯灯 の設置 要 望 や修繕 は

A-14 市 で は、ひ つた く りや ちかん行 為 な ど、路上犯罪 の対策 と して 、市道 沿

いの電柱 な どに小型 の防犯 灯 を設置 して い ます。

◎設置要 望 につ い て

設 置 を希 望す る電柱 等 の周 辺居住者 (農 地 の場合 は耕 作者 )に 防犯 灯 を設

置す る こ とにつ い て支 障が ないか確認 の上 、防犯灯設置願 を提 出 します。

◎修 繕 につ いて

防犯 灯 の球切 れや 故 障 を見つ けた ときは、最 寄 りの電気 工事店 に直接連絡

し、修 繕 を依 頼 します。 依 頼す る時 には 、電柱番 号や ○○番 地 の○○ さん宅

前 な ど位 置 を特 定 で き るよ うに伝 える と確 実 です。

球切 れ な どを発 見 した場合 の 自治会 内 の連 絡網 や役割分担 を明確 に し、普

、     段 か ら適正 な防犯 灯 の維持管理 に努 めま しょ う。

問合 せ  市役 所 2F市 民生活課

Q15 市 民活 動災 害 補償 保 険 の手続 は

A-15 自治 会 で 市 民活 動 災 害補 償 保 険 を利 用 す る際 は、年 間行 事 を ま とめた

総 会 資料等 を行 事 予定表 に添付 し提 出 します。

ま た 、 事 故 が 発 生 した 際 は 、 負 傷 され た 方 は 医 師 の治 療 を受 け て い た だ

く と共 に、団体 の代表者 は、速や か に事 故報 告書 の提 出 (15日 以 内)を し

て くだ さい。

ここ数年、高齢者 の方の事故が増 えてお ります。市民活動災害補償保険では

十分でない場合 もあ りますので、各 自治会で も民間の レク リエーシ ョン保険

な どの加入 も合 わせて検討 しま しょう。

注 )実績報告書の提出は不要 とな りま した。

※市 民活動 災害 補償 保 険の詳細 は P10～ 11に 掲載 して います 。

問合 せ  市 役 所 2F市 民生 活課

Q18 プ ロジ ェク ター等 の機材 を借 りた い

A-18 野 田市 自治 会連合 会 で は、加 盟す る 自治 会 の活動 に役 立 て てい ただ くた     ヽ

め に研 修 用 と して DVD、 プ ロジ ェ ク ター 、 ス ク リー ンを購 入 し、 無料で貸

し出 しを行 つて い ます ので、研 修等 の際 に ご活用 くだ さい。

※貸 出 DVD等 の詳細 につ いては P15に 掲載 して います 。

問合 せ  野 田市 自治会 連合会 事務 局 (市 民生活課 )

(注)上記で電話番号の記載が無いものについては、野田市役所代表 (04-7125-1111)

にお電話いただき、交換手に担当課名をお伝えください。
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2 自治会の設立手順及び運営にかかわる留意点

(ガ イ ドブ ック抜 粋 P29～ 41)

6予 算 薔決算の作 り方や管理体制 (P33)

予算や決算は会 の運営や会員の意識に大きな影響 を与 えます。予算書や決算書 は

会員の納得が得 られ るように、正確 にわか りやす く作 らなければな りません。

自治会の会計は原則的には一つだけで運営す るのが望ま しいのですが、会館 の建設

等、特に多額の費用 を要す るものは特別会計を設ける と便利です。

特別会計を設ける場合 は、予算書や決算書において特別会計 について も明 らかに し

なければな りませ ん。

また、 自治会の運営にあた り、適正な会計管理 は会の根幹 に関わるものであ り、

一度、不適正な事態が生 じると、会員相互の信頼を損な うだけでな く、 自治会に対   ヽ

す る社会的な信用 にも大 きな影響を与えて しま うことが危惧 されます。 このよ うな

事態を予防す るため、安全な会計管理の方法及び点検 について、適正な管理運営体

制を整 えま しょう。

(1)安全な会計管理

・ 会費等は、速やかに金融機 関の目座 に預金 し、通帳に記録 しま しょう。

・ 通帳 と印鑑 は、別々の者が管理 し、使用す るときは、複数の者が関与す る仕組

みを作 りま しょう。

(2)正確な記録

。 金銭の収入支出は、速やかに帳簿に記録 しま しょう。

・ 支払いの ときは、必ず領収書を徴 し、保管 しま しょう。

・ 帳簿は、月末等で区切 り、集計 しま しょう。

・ 通帳の出入金記録 と収入支出記録等 と突き合わせま しょう。

(3)会計監査

収入 。支出が団体の 目的に沿つたものであること。ルール に従 つた会計処理が行

われていることを執行部 とは別の視点か ら確認 し、評価 をす る会計監査を実施 しま

しょう。
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7 自治会運営にかかわる留意点 (P37)

(2)市 民活動災害補償保険

野田市では、住民が安心 して自治会の各種活動、行事 (運 動会、各種スポー ツ大

会、お祭 り等)に 参加できるよ う、それに伴 う損害等が発生 した場合 に補償 を行 う、

市民活動災害補償保険に加入 していますので、ご利用 くだ さい。

ここ数年、高齢者 の方の事故が増 えてお ります。市民活動災害補償保険では十分で

ない場合 もあ りますので、各 自治会で も民間の レク リエーシ ョン保険などの加入 も

合わせて検討 しま しょう。

※市 民活動 災害補 償 保険 の詳細 は P10～ 11に 掲載 して います 。

問合せ :市役所 2F市 民生活課  (Ъ 7125-1111)

(4)自 治会の中立性の確保

自治会は、地域社会の発展・ 向上 と地域住民の親睦・融和、福社の増進等 を目的

とす る自主的な団体です。

同 じ地域 内で も、思想や宗教 な どい ろいろな考 え方や意見 を持 つた人 もいますの

で、常に中立性 の確保 に努 めることが求められています。

(5)物 品 販 売 や チ ラ シ 等 の 配 布・ 回 覧

自治会長宅ヘカタ ログや チ ラシ等の配布・回覧を依頼す る事業者や団体がいま

す。基本的 には各 自治会の判断で行 うことにな ります が、 自治会連合会 としては、

市か ら依頼 のあった もの以外は協力す る必要ない とい う方針 です。

特 に 「物品販 売にかか るものは一切回覧・斡旋 しない」 としています。

(6)募 金等の納入方法に関す る考 え方

日本赤十字社 の社資募集 、赤い羽根共同募金等の募金等 は、それぞれの趣 旨

に賛同す る人が 自由に行 うもので、 自治会員が 自由に金額 を決 めて募金 し、

自治会 はそれ を取 りま とめるだけ とい うものです。

募金等 の取 り扱 いについては、問題 になることも多いので、総会等でよく話

し合 っていただき、それ ぞれの 自治会 の方針 を決 め、会員 に周知 し同意 を得 る

な ど十分 な配慮が必要です。

(注 )自 治会費 と募金等 は分 けて集金 して くだ さい。

※募 金等 を集 め る際 の注意事 項 に つ いては P12～ 14に 掲 載 して います 。
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3 市からの補助制度等 (ガイ ドブック抜粋P23～ 26)

市や社会福祉協議会等から、自治会長あるいは自治会、さらには自治会連合会等に交付

されている補助金等には次のようなものがあります。

なお、現在、以下に記載の市の補助制度については、自治会の事務事業見直し協議にお

いて制度の見直しを検討し【いるため、各制度をご型用の墜は、事前に最量の内容を各担

当課にご確認いただきますようお願い申し上げます。

1. 自治会長等報償金

行政情報の連絡や行政協力を円滑に進めるために、自治会長等が行 う市報や行政資料の

配布協力や市との連絡調整事務に対し交付されます。

自治会長等報償金額 =6月 1日 現在の 自治会世帯数 ×600円

※申請は 10月 、交付は3月 末で、基本的に自治会長の個人口座への入金 となります。

※報償金は個人所得となり、確定申告の対象となります。また、申請時に個人番号 (マ イ

ナンバー)の報告をしていただきます。

(今年度分は令和 4年の所得となり、令和 5年 1月 頃に源泉徴収票を送付 します )

2. 自治会等交付金

自治会等を支援 しコミュニティ活動の推進を図るため、自治会に対し交付されます。

自治会等交付金算定式

自治会等 交付金額 =6月 1日 現在の 自治会世帯数 X400円

※申請は 10月 、交付は 11月 末で、自治会名義の日座への入金となります。

※平成 30年度から前年度の収支報告書の添付が必要となつています。

※交付金の交付に合わせて、連合会会費 (20円 ×世帯数)の納入を受けています。

(交付金申請書と併せて、「野田市自治会等交付金受領委任状」を提出いただきます )

3. 自治会集会施設整備事業補助金

自治会等が自治会集会施設の新築もしくは増改築等または購入を行 うにあた り、地域住

民のふれあいと世代間の交流、又は災害時の拠点施設の観点から、住民自治の増進を図る

ことを目的に、補助を行つています。

1～ 3の問合せ :市 役所 2F市 民生活課

自治会長等報償金算定式

補助対象要件 補助率 補助金限度額

集会施設の新築、増築、改築、修繕又は購入を行う場合 60//100 1,200万 円
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4. 自主防災組織資機材等補助金

自主防災組織を設立しますと、自主防災活動に必要な資機材等の購入に要する経費に充

てるための補助金が加入世帯数に応 じて交付されます。

未設立の自治会において設立を検討する場合には、別途 「自主防災組織設立の手引き」

があります。

自主防災組織 資機材 等補助金

自主防災組織資機材等補助金 =200,000円 +(6月 1日 現在の世帯数 Xl,800円 )

※交付は 1自 主防災組織につき 1回 限 り

5. 自主防災組織活動補助金

防災意識を向上させるため、訂1練を実施 した自主防災組織に対 し補助金が交付されます。

実施される自主防災組織は、防災訓練を実施する 1週間前までに「自主防災組織活動補

E/t金交付申請書」と回覧文書を提出下さい。

自主防災組織活動補助金算定式

自主防災組織活動補助金=6月 1日現在の世帯数 X200円

※交付は年 1回

※自主防災に対する補助金は現在拡充しています。

4～ 5の 問合せ :市役所 2F防 災安全課

6.環 境美化報償金 (令和 4年 4月 1日 改正 )

街の環境浄化を図るため、不法投棄物の清掃、側溝清掃及び市道等の雑草除去を行った

自治会等に対 し交付 されます。

実施される自治会等は、環境美化活動を実施する 1週間前までに、環境保全課に次の8

項目について電話等で連絡 してください。

※連絡項目…自治会名、担当者名、連絡先、実施予定日 (予備 日を含む)、 参加予定人

数、集積場所、実施内容 (汚泥の有無等)、 その他 (使用車両の有無等)

環境美化報償金交付基準額算定式

環境美化報償金交付基準額=作業者人数 X250円 十作業車台数 X500円

※交付は年 2回 まで

注)連絡をせずに実施した場合、「ごみの回収」ができなくなります。

また、実施後、必要書類の提出があります。

問合せ :市役所 5F環境保全課
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7. 資源再生利用助成金と地区資源回収委託料

市民のごみ処理に対する認識を高め、ごみの減量を促進するため、資源物の回収に対 し

て市が助成を行つています。助成金額は 「野田市資源再生利用促進助成金交付要綱」に基

づき次のとおりになっています。

資源物 の種類 助成金額

繊維類 lk gあ た り 3円

紙 類 lk gあ た り3円

金属類 lk gあ た り 3円

生 び ん lk gあ た り 3円

雑 び ん lk gあ た り 10円

空 か ん lk gあ た り 18円

ペ ッ トボ トル lk gあ た り5円

また、市では「資源再生利用助成金」のほか、資源回収を実施 している団体に対し「地

区資源回収委託料」を支払つてお り、その金額は次のとおりです。

地 区資源 回収委託料 の算定式

地区資源回収委託料=年度当初の減量推進員受け持ち世帯数 X200円 (ステーシヨン回収 )

※交付は翌年 3月

問合せ :市 役所 5F清掃計画課

8. コミュニティ助成事業助成金

一般財団法人自治総合センターが、宝くじの普及広報事業費として受け入れている受託

事業収入を財源に実施 している事業で、コミュニティ活動に対 し助成を行つています。

(1)一般コミュニティ助成事業助成金

住民が自主的に行 うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意

識を盛 り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な施設又は設備の

整備に関する事業が対象です。

※年度毎に 1件ずつ自治総合センターに申請 し、採用の合否があることから、申

請年度が繰 り下がる可能性があります。

補助対象事業 補助率 (補 助金額 ) 備 考

自治会活動に直接必要な備

品等の整備に関する費用

補助対象経費の 10/10

(100万円～250万円)

受付先着順に順次申請
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(2)自 主防災組織育成助成事業助成金

一定地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した組織 (自 主防災

組織)又はその連合体が行 う地域の防災活動に直接必要な設備等 (構築物、消耗品は

除く)の整備に関する事業が対象です。

具体的なものとしては、救出救護用のテント及びチェーンソー、ジャッキ、避難の

際に利用するリヤカー、発電機、投光器、炊飯装置など様々な防災用資機材等があり

ます。助成金は 10万円単位 (10万円未満を切捨て)での助成となり、その範囲は

30万円以上200万円以内です。

(3)青少年健全育成助成事業助成金

青少年健全育成を目的としたスポーツ。レクリエーション活動や文化活動のイベントが

対象 (親子参加のスポーツ教室や農業体験、学習会等のイベント等)

※年度毎に 1件ずつ自治総合センターに申請 し、採用の合否があることから、申
請年度が繰 り下がる可能性があります。

(1)(3)の 問合せ :市役所 2F市 民生活課

(2)の 問合せ : 市役所 2F防 災安全課

(注)上記で電話番号の記載が無いものについては、野田市役所代表 (0■7125-1111)
にお電話いただき、交換手に担当課名をお伝えください。

補助対象要件 補助率 (補助金額 ) 備 考

主に親子で参カロするソフト

事業

葡助擁 費の 10/10

(30万円～ 100万円)

受付先着順に1贋次申請
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民活動災害 補償 保 険の ご案 内 (自 治会向け資 料 )

① 概 要

自治 会 等 の市 民 団 体 が 、構 成 員 (会 員 )を 対象 と して毎年 計 画 的 に

実 施 してい る行 事 につ い て 、市 が保 険料 を負 担 し、行事 の実施 時 に

行 事 の主催 者や 会 員 が負 傷 を負 った場 合 に補 償 を受 け る こ とが で き

る制 度 です 。

② 保 険 の種 類

・ 賠 償 保 険 … 行 事 主 催 者 等 に 賠 償 責 任 が 問 わ れ た 場 合 の 補 償

限 度 額 1名 6,000万 円 、 1事 故 2億 円

限 度 額 1事 故  1,000万 円

保管1物
1鰤偽 | 限 度 額 1事 故 100万「円

※ 免 責 額  身 体 賠 償 ・ 財 物 賠 償 1万 円 、 保 管 物 賠 償 5千 円

・ 傷 害保 険 …行 事 主催 者 (会 員 を含 む )の 傷 害 に対す る補償

③ 対 象 者

行 事 主催 団体 の構 成 員 (自 治 会加 入 世 帯 )

※ 無 報 酬 で実施 して い る こ とが条件

④ 対 象 とな る活動

無 報 酬 で社 会 の福 祉 向上 の た めに行 う事 業 や 活 動 が対象 とな ります .

※ 自治 会活 動 の 多 くが対 象 とな ります が 、懇 親 会や 忘年 会 等 は対

象 外 とな ります 。

||●●ⅢⅢ■零1寮麟積‐黎|●や,119でご注‐意くださt‐1～

:車 両の運転‐1こ よる事故や傷害

:飲 酒をした方の1傷
‐塞

当|き走‐
飛む夫 り参鷹し た方や観覧者の傷書

疾病 (熱 中症や食中毒含む)が 原因とな うた傷害

危険性の高いスポーツ活動 (サ ッカー、スキー、柔道、レスリング等)

※上 記 は一例 で あ り、 この他 にも対 象 外 となる場合 があ ります

／　　　一．　　一　一。　　　　．
・・　　　一一　　　　一　　　　．

／
仁
―
卜
に
ト
ー
‐――
卜
‐―
，―
―
ヽ
、

飩菫糠藝:晏影菖

500万 円

後‐彗:輸 500万 円 ～ 15万 円

一入 1日 3,000円 (事 故 の 日か ら 180日 が限度 )

11通‐‐ |1誨 |

1日 2,000円 (事 故 の 日か ら 180日 以 内 の 通 院

日数 に 対 し 90日 が 限 度 )
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⑤ 手続 き方 法

所 定 の 「行事 予 定表 」 に、保 険 の対象 と した い行 事や 活動 の 内容 を

記 載 し、市 民生活 課 へ 提 出 して くだ さい。

※行 事 予 定表 は開催 日よ り前 に提 出す る必 要 が あ ります

※行 事 実績 報告 書 は 、提 出す る必 要 は あ りませ ん。

⑥ 事 故 や傷 害 が あ つた場 合 の 手続 き

万一 、事 故 が発 生 した 際 は で き る限 り早 く市 民生活 課 に ご連絡 く

だ さい。保 険 の対 象 とな る場 合 に は、事 故 後 15日 以 内 に下記 の書類

を市 民 生 活 課 に提 出 して い た だ きます。

(必 要 書類 )

団体 の概 要 が把握 で き る資料 (総 会資 料 な ど )

事 故 発 生 現 場 の見 取 図

―ヽ    事 故 発 生 状 況 が説 明 で き る資 料 (当 日の案 内文 や 配布 資料 な ど )

当 日の参加 者 名 簿

⑦ 手 続 きの流 れ

傷 害 等 が 無 か っ た 場 合
。報 告 等 の 必 要 は あ りま せ ん

※ こ れ ま で 提 出 い た だ い て い た 実 績 報

告 書 の 提 出 は 平 成 31年 4月 か ら 不 要

と な り ま し た 。

問 合 せ 先

野 田 市 市 民 生 活 課 コミュニティ係

TEL04-71251111(内 線 3125)

奪窒 菫 だ鷲塁11健
濠1録‐終了後止蔽 雲裏象 梅 鵡 皐を

き期間後、保険金が指定の 口座 に入金 されます。

※ 詳 細 に つ い て は 、 バ ン フ レ ッ トや

市 の ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 <だ さ い

，実・の
一
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募金等を集める際の注意事項について

自治会の皆様には、赤い羽根共同募金や社会福祉協議会の会費、日本赤十字社の社資な

ど、各種募金活動のご協力をいただき誠にありがとうございます。これらの募金の集金

の他にも、消防後援会費など自治会費以外の集金をしている自治会も多いと思います。

ここでは、これら任意の支払いである募金等を集める際の注意事項についてご説明いた

します。

募金等の集め方については、認識の違いや説明不足により、 トラブルの原因となつた

り自治会に対する不信感を与えたりしてしまう可能性がありますので十分ご注意くださ

い。

問題が発生しやすいのは、自治会費の徴収と同時に募金を集める方法を採る場合です。

会費と募金のどちらを集めるにしても、手間がかかることから同時に集金している自治

会も多いと思います。

しかしながら、自治会費に募金等を上乗せして徴収することについKは、平成 ZU年に

憲法違反とする判決 (14ページ参照)が出ているほか、単に自治会費と同時に徴収を行

う場合であつても、会員側は心理的に断りにくいため、半強制的に募金に協力させられ

たという感情を抱いてしまう場合もありまづ。

こういった トラブルを未然に防ぐため、募金等を集金する際には、次のことを必ず守

ってください。

1.自 治会費に上乗せするような集金方法は行わない。

(自 治会費と募金等を分けて集金する。)

2.集金する前に、募金等はその趣旨に賛同する人が自由に行うものであり、

決して強制するものではないことを説明する。

3.賛同する方からのみ募金等を預かる。

募金の依頼者は、「募金ボランティアさんには、共同募金は強制でないことをお願いし

ており、あくまでも趣旨に賛同した方が任意で募金することになつています。」と話して

います。仮に、集金方法を変えたことで募金の額が減ったとしても、それは任意に協力し

て欲 しいという募金者側の要応に沿つて行つた結果であつて、集めた金額の多寡につい

て自治会役員の方が責任を感じる必要はありません。

募金等については、任意 (好意)に行われるように配慮する形で、今後ともご協力をお

願いいたします。
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種類 使用 目的 (活動内容 ) 窓口 (担 当)

社会福祉協議

会会費

高齢者支援や障がい者支援等の各種福祉サービスや相談活動、

ボランティアの支援など、地域の特性に応 じた活動のために使

用されています。

社会福祉協議会

赤い羽根共同

募金

地区社会福祉協議会活動の支援、福祉団体の育成、福祉車両や

車いすの貸出、ボランティアセンターの運営、成年後見支援セ

ンターの運営等、地域福祉の推進のために使用されています。

社会福祉協議会

歳末たす !す あ

い募金

支援を必要とする世帯への歳末見舞金、特別養護老人ホーム入

所者への訪問理美容サービス事業、 70歳以上の一人暮 らしで

要介護 1以上の方へのエアコンクリーニングサービス事業に使

用されています。

社会福祉協議会

日本赤十字社

社資

災害時の医療救護活動や被災者への救援物資の配布、献血時の

記念品、救急法の普及、赤十字ボランティアの育成など、幅広

い活動のために使用されています。また、火災や風水害などで

住宅の損壊に遭われた場合、見舞品や見舞金を支給しています。

生活支援課

あおいそら運

動会費

市内 11ある支部ごとに、自然体験や世代間交流を目的とした

イベントの実施、防犯パ トロールヘの協力やあいさつ運動の推

進など、子どもたちが安心して生活、成長できる環境づくりの

ための活動をしています。

あおいそら運

動推進委員会

事務局

(興風会館内)

交通安全協会

市内の保育園や幼稚園児をはじめ、小中学生に対する交通安全

指導を実施 しています。また、自治体や各種団体より要請を受

けて、安全指導等も行つています。

交通安全協会

各支部

消防後援会費

消防団員は、別の職業などに従事しつつ、火災や大規模災害発

生時に自宅や職場から駆けつけて消火活動や救助活動などを行

います。また、平常時には、火災予防の啓発等を行っています。

なお、消防後援会費は、消防団に対する感謝と慰労に対するも

のです。

各消防団

種募金の概要について

様々な種類の募金がある中で、内容や趣旨がわからないとの意見が多かったことから、

代表的なものをまとめましたので、説明時の参考としてください。
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【憲法判例】自治会費名目による募金の徴収につい

【概要】

自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、所属する自治会

を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟

【裁判に至つた経緯】

滋賀県甲賀市甲南町の「希望ヶ丘自治会」は、従来、赤い羽根募金や日本赤十字への

寄付金などを班長・組長らが各世帯を訪問して任意で集めていたが、約 940世帯ある上

に高齢者も多く、各家を1軒ずつ回つて徴収するのは負担が大きいこと、しかも協力を

得られなかつたり留守だったりするなどでより負担が重くなつたため、班長になるのを

避けようと休会する人もいた。

そこで、集金にあたる班長 0組長の負担を解消しようと2006年 3月 の定期総会で、年  _

ことを定期総会で賛成多数で決議した。

その決議では、増額分の会費は全額、地元の小中学校の教育後援会、赤い羽根共同募

金会、緑化推進委員会、社会福祉協議会、日本赤十字社及び滋賀県共同募金会への募金

や寄付金に充てるとしていた。

これに対して、原告らは「寄付するかどうかは個人の自由」と一律徴収に反対し、翌

月に本件決議は思想・良心の自由等の侵害を理由として、住民男性 5人は自治会を相手

に決議の無効確認等を求めて訴訟を起こした。

【裁判の結果】
0訴訟開始 (2006年 4月 、大津地裁)

・ 1審判決 (2006年 11月 、大津地裁 )

→原告敗訴

・ 2審判決 (2007年 8月 、大阪高裁 )

→原告勝訴

。最高裁の決定 (2008年 4月 )

最高裁の横尾和子裁判長は、自治会側の上告を棄去口する決定をし、これにより「徴収

は思想 。信条の自由 (憲法 19条 )を侵害する」として決議を無効 と認め、反対住民側の

勝訴が確定 した。
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野 田市 自治会連合会では、自治会活動に役立てていただ くために研修用 DVD等 の貸 出 しを行
つています。研修等にご活用 くだ さい。 R

1.貸出対象団体
・各地区連合会  ・ 自治会連合会加入自

2_予約方法
・ DVD、 プロジェクター、スクリーンの中から希望の物を無料でお貸 しします。
・貸出を希望される場合には、希望日時が決まったらt事前に電話などで野田市自治会連合会

事務局に申込みをしてください。 (先着順)

3.貸出用のDVD(7種 類 )

「被災地からのメッセ～ジ」
～命をつなぐ絆の力～

防災

近年の大きな災害で被災 した人々へのインタビューを収

録。その時生死を分けたものとは? 実体験に基づく話

から防災について学ぶことができます。

「地域で減災 !」

～あなたが力 みんなが力～
防災

自然現象は防げないが被害は減 らせる。この考え方が「減

災」です。減災の基盤 となる自助・共助の大切さを示 し、

地域防災への関心を呼び起こします。

「もし今、地震が起 きた ら」

～命 を守る備 えと退避行動～
防災

未曾有の大災害となつた東日本大震災の経験も踏まえ、

今求められる地震時の心得、緊急地震速報の行動への活

かし方、地震への備えを考えていきます。

「深力化する気象災害」
～ どう身を守 る ?ど う備 え

る?～
防 災

それぞれの気象災害がなぜ発生するのか、実験や CGを序
いながら解説するとともに、これらの災害から身を守る

ためには、どうすれば良いかを解説 しています。

「相次ぐ 高齢者住宅火災」～

身近に潜む火災の危険～
防災

全国の住宅火災で亡くなる方のおよそ 6割が高齢者であ

る実情から、高齢者が火災で命を落とさないためにはど

のようなことを心がけたらよいのかを考えます。

「急増 !高齢者をねらう 特殊
詐欺。悪質商法」 ～訪問購
入 0点検商法・投資詐欺～

消費

生活

近年増力日している高齢者を狙つた悪徳詐欺について、被

害状況などを紹介。また、高齢者に多い トラブル事例や

手口についても解説 しています。

「あぶないめに あったとき
は ?」 ～自分を守れる力を

見につけよう～
じなり巳

近年多発 している連れ去 り等の事件について、犯罪の危

険性がある場面を取 り上げ、クイズ形式で問いかけるこ

とで子供自身が考えながら防犯対策について学べます。

※詳しくは、野田市自治会連合会事務局 野田市役所市民生活課コミュニティ係まで
お問い合わせください。     電o4-7125-1111(内 線 3125)
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